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   受刑者等の作業に関する訓令 

目次 

 第１章 総則（第１条・第２条） 

 第２章 作業の種類、作業を行わない日及び作業時間（第３条－第５条） 

 第３章 社会貢献作業（第６条－第７条） 

第４章 職業訓練（第８条－第１８条） 

 第５章 外部通勤作業（第１９条－第２２条） 

 附則 

   第１章 総則 

 （趣旨） 

第１条 この訓令は、受刑者等の作業の種類、作業を行わない日及び作業時間、職業訓練並

びに外部通勤作業に関し必要な事項（刑務作業の事務の取扱いに関する訓令（平成１８年

法務省矯成訓第３３３２号大臣訓令）に定める事項を除く。）を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この訓令において使用する用語は、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法

律（平成１７年法律第５０号。以下「法」という。）において使用する用語の例による。 

   第２章 作業の種類、作業を行わない日及び作業時間 

 （作業の種類） 

第３条 作業の種類は、次のとおりとする。 

(1) 生産作業（物品を製作する作業及び労務を提供する作業（第２号から第４号までに掲

げる作業を除く。）をいう。以下この条において同じ。） 

(2) 社会貢献作業（労務を提供する作業であって、社会に貢献していることを受刑者が実

感することにより、その改善更生及び円滑な社会復帰に資すると刑事施設の長が特に認

めるものをいう。以下同じ。） 

 (3) 自営作業（刑事施設における炊事、清掃、介助、理髪、指導補助その他の経理作業及

び矯正施設の建物の修繕その他の営繕作業をいう。以下この条において同じ。） 



 (4) 職業訓練（法第９４条第２項の規定により作業として実施する訓練をいう。以下同じ。） 

２ 生産作業の業種は、次のとおりとする。 

 (1) 木工 

 (2) 印刷 

 (3) 洋裁 

 (4) 金属 

 (5) 革工 

 (6) 農業 

 (7) その他の生産作業 

３ 生産作業及び自営作業の職種は、矯正局長が定める。    

  （作業時間等の告知） 

第４条 刑事施設の長は、刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則（平成１８年法務省令

第５７号。以下「規則」という。）第４７条第２項（規則第９６条において準用する場合

を含む。）の規定により１日につき８時間を超えて作業及び矯正指導を行う場合には、そ

の対象となる受刑者及び労役場留置者に対し、あらかじめその旨を告知するものとする。 

 （作業を行わない日） 

第５条 規則第１９条第２項第３号（規則第９６条において準用する場合を含む。）に掲げ

る日は、８月１３日から同月１５日までとする。ただし、８月１３日が日曜日の場合は８

月１４日から同月１６日までとし、８月１３日から同月１５日までのいずれかの日が土曜

日である場合は８月１３日から同月１７日までの土曜日及び日曜日を除く日とする。 

２ 刑事施設の長は、矯正処遇等の実施上又は刑事施設の管理運営上必要と認められる場合

には、あらかじめ当該刑事施設の所在地を管轄する矯正管区の長の認可を受けて、前項の

日を他の適当な日に代えることができる。 

３ 刑事施設（次に掲げるものを除く。）の長は、規則第１９条第２項第４号の規定により

作業を行わない日を定める場合には、１月につき２日の範囲内でこれを定めるものとする。 

(1) 喜連川社会復帰促進センター 

(2) 播磨社会復帰促進センター 

(3) 島根あさひ社会復帰促進センター 

(4) 美祢社会復帰促進センター 

４ 刑事施設の長は、規則第４６条第３項又は第４項（これらの規定を規則第９６条におい

て準用する場合を含む。）の規定により作業を行わない日を定める場合には、できる限り、

作業を行う日が連続して１０日を超えないように配慮しなければならない。 

   第３章 社会貢献作業 

 （社会貢献作業の業種等） 

第６条 社会貢献作業の業種及び職種は、生産作業に準ずる。 

 （矯正局長の認可） 



第７条 刑事施設の長は、新しい社会貢献作業に係る作業契約を締結する場合には、矯正局

長の認可を受けなければならない。 

２ 前項の認可に関する手続きについては、矯正局長が定める。 

   第４章 職業訓練 

 （職業訓練の種類） 

第８条 職業訓練の種類は、次のとおりとする。 

 (1) 専門職業訓練（職業に関する免許若しくは資格の取得又は高度な職業的知識及び技能

を習得させる職業訓練をいう。以下同じ。） 

 (2) 標準職業訓練（職業的知識及び技能を習得させる職業訓練をいう。以下同じ。） 

２ 専門職業訓練の種目は、次のとおりとする。 

 (1) 矯正局長が定める職業訓練基準の種目 

 (2) 関係行政機関から養成施設として指定を受けた種目 

 (3) 前２号の種目以外で刑事施設の長が特に必要と認める種目 

３ 標準職業訓練の種目は、前項第１号に掲げる種目のほか、刑事施設の長が必要と認める

種目とする。  

（職業訓練の方法） 

第９条 職業訓練の方法は、次のとおりとする。 

 (1) 総合訓練（刑事施設に現に収容されている受刑者に加え、当該刑事施設以外の刑事施

設に収容されていた受刑者を移送により受け入れて行う専門職業訓練をいう。以下同

じ。） 

 (2) 集合訓練（刑事施設に現に収容されている受刑者に加え、主として、当該刑事施設の

所在地を管轄する矯正管区の管轄区域内にある他の刑事施設（以下この条において「管

内他施設」という。）に収容されていた受刑者を移送により受け入れて行う職業訓練を

いう。以下同じ。） 

 (3) 自庁訓練（刑事施設に現に収容されている受刑者に対し行う職業訓練をいう。以下同

じ。） 

２ 総合訓練を行う刑事施設（以下この条において「総合訓練施設」という。）は、矯正局

長が指定する。 

３ 総合訓練施設の長は、総合訓練を行う受刑者（以下この条において「総合訓練生」とい

う。）を選定する場合には、他の刑事施設の長に対し、総合訓練生の候補者の選定を要請

するものとする。 

４ 集合訓練を行う刑事施設（以下この条において「集合訓練施設」という。）の長は、集

合訓練を行う受刑者（以下この条において「集合訓練生」という。）を選定する場合には、

管内他施設の長に対し、集合訓練生の候補者の選定を要請するものとする。ただし、集合

訓練生を確保するため必要があると認めるときは、管内他施設以外の刑事施設の長に対し、

集合訓練生の候補者の選定を要請することができる。 



５ 前２項の要請を受けた刑事施設の長は、総合訓練生又は集合訓練生の候補者がいるとき

は、これを通知するものとする。 

６ 集合訓練施設の長は、管内他施設以外の刑事施設に収容されている受刑者を集合訓練生

に選定する場合には、当該受刑者が収容されている刑事施設の長と協議するものとする。 

（矯正局長の認可） 

第１０条 刑事施設の長は、新しい種目の職業訓練を開始する場合若しくは従前実施してい

た種目の職業訓練を今後行わないこととする場合又は現に実施している職業訓練を途中で

取りやめる場合には、矯正局長の認可を受けなければならない。 

２ 前項の認可に関する手続については、矯正局長が定める。 

（訓練生の選定基準） 

第１１条 刑事施設の長は、次の各号のいずれにも該当する受刑者の中から職業訓練を受け

る者（以下「訓練生」という。）を選定するものとする。 

 (1) 職業訓練を受けることを希望していること。 

 (2) 残刑期が職業訓練に必要な期間を超えていること。 

 (3) 職業訓練に堪えられる健康状態にあること。 

 (4) 受刑態度が良好であり、改善更生の意欲が高いと認められること。 

 (5) 適性検査の結果、職業訓練に必要な適性があると認められること。 

 (6) 受験しようとする免許又は資格の受験資格を有していること（専門職業訓練を行う者

に限る。） 

（訓練生の除外基準） 

第１２条 刑事施設の長は、訓練生が次の各号のいずれかに該当する場合には、その職業訓

練を行わせないことができる。 

 (1) 精神又は身体の障害により職業訓練を行うことが困難となったとき。 

 (2) 反則行為その他の改善更生の意欲が欠如していると認められる行為があったとき。 

 (3) 職業訓練に必要な適性がないことが判明したとき。 

 (4) その他職業訓練を行うことが不適当な事由があるとき。 

（職業訓練の実施） 

第１３条 刑事施設の長は、職業訓練を実施する場合には、あらかじめ職業訓練計画（別記

様式第１号）を作成するものとする。 

２ 職業訓練の実施は、職業訓練命令によるものとする。 

３ 職業訓練命令は、職業訓練命令書（別記様式第２号）により行うものとする。 

４ 刑事施設の長は、職業訓練を実施するため必要があると認める場合には、その職員以外

の者を職業訓練の講師として委嘱することができる。 

（職業訓練の評価） 

第１４条 刑事施設の長は、受刑者に職業訓練を行わせた場合には、その終了時に、その成

績及び受講態度の評価を行うものとする。 



２ 前項の評価の方法については、矯正局長が定める。 

（修了証書の授与等） 

第１５条 刑事施設の長は、職業訓練を修了させることが相当であると認めるときは、訓練

生に対し、修了証書を授与する。ただし、刑事施設以外の公私の団体に委託して職業訓練

を行う場合において、当該団体が当該職業訓練の修了を認定するときは、この限りでない。 

２ 刑事施設の長は、職業訓練の成績が優秀である訓練生を表彰することができる。 

（資格取得の援助） 

第１６条 刑事施設の長は、訓練生又は職業訓練を修了した者が職業訓練に関係する資格を

取得するため試験を受けることを申し出た場合には、必要に応じ、援助を与えるものとす

る。 

（職業能力訓練センターの名称の使用） 

第１７条 職業訓練を実施する刑事施設は、第１５条に規定する修了証書を授与する場合そ

の他必要がある場合には、別表に定める名称を使用することができる。 

 （帳簿） 

第１８条 刑事施設の長は、職業訓練を実施する場合には、職業訓練日誌、職業訓練生名簿、

職業訓練予定及び実施表並びに職業訓練時間割表に所要の事項を記録するものとする。た

だし、刑事施設以外の公私の団体に委託して職業訓練を行う場合において、当該団体が職

業訓練予定及び実施表及び職業訓練時間割表を作成するときは、職業訓練日誌及び職業訓

練生名簿に所要の事項を記録すれば足りる。 

２ 前項に規定する帳簿の様式は、矯正局長が定める。 

   第５章 外部通勤作業の実施 

 （外部事業所の認可） 

第１９条 刑事施設の長は、外部通勤作業を行わせる場合には、外部事業所を選定するもの

とする。 

２ 刑事施設の長は、外部事業所を新たに選定する場合又はその選定を取りやめる場合には、

矯正局長の認可を受けなければならない。 

３ 前項の認可に関する手続については、矯正局長が定める。 

  （外部通勤者の選定基準） 

第２０条 刑事施設の長は、次の各号のいずれにも該当する受刑者の中から外部通勤作業を

行わせる者（次条において「外部通勤者」という。）を選定するものとする。 

 (1) 外部通勤作業を行うことを希望していること。 

 (2) 外部通勤作業に堪えられる健康状態にあること。 

 (3) 受刑態度が良好であり、改善更生の意欲が高いと認められること。 

 (4) 外部通勤作業に必要な適性があると認められること。 

  （外部通勤者に対する指導） 

第２１条 刑事施設の長は、外部通勤者を選定した場合には、その者に対し、外部通勤作業



を行わせる前に、次に掲げる事項について指導を行うものとする。 

 (1) 外部通勤作業の目的及び趣旨 

 (2) 特別遵守事項の内容 

 (3) 外部事業所における従業員との応対要領 

 (4) 通勤途中における交通事故その他緊急時の対処方法 

 (5) その他外部通勤作業の実施に必要な事項 

 （特別遵守事項） 

第２２条 法第９６条第４項の規定による特別遵守事項の告知は、書面で行うものとする。 

   附 則 

１ この訓令は、既決法の施行の日（平成１８年５月２４日）から施行する。 

２ 在監者の作業時間を定める訓令（昭和６１年法務省矯作訓第５３４号大臣訓令）、技

能訓練所の名称を指定する訓令（平成１１年法務省矯作訓第２１１１号大臣訓令）、在

監者の免業に関する訓令（平成１２年法務省矯作訓第２１２１号大臣訓令）及び受刑者

職業訓練規則（平成１３年法務省矯総訓第４９７号大臣訓令）は、廃止する。 

   附 則〔平成１９．５．３０矯総訓３３６１〕 

 この訓令は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律（平成１

８年法律第５８号）の施行の日（平成１９年６月１日）から施行する。 

   附 則〔平成２０．７．３１矯成訓４６３５〕 

 この訓令は、平成２０年１０月１日から施行する。 

   附 則〔平成２３．６．１０矯成訓３４０２〕 

 この訓令は、平成２３年６月１０日から施行する。 

附 則〔平成２９．３．２７矯成訓１〕 

 この訓令は、平成２９年４月１日から施行する。 

   附 則〔平成３０．２．１４矯成訓１〕 

 この訓令は、平成３０年４月１日から施行する。 

   附 則〔平成３１．３．２９矯成訓４〕 

 この訓令は、平成３１年４月１日から施行する。 

   附 則〔令和５．３．２４矯成訓２〕 

 この訓令は、令和５年４月１日から施行する。 



別表                                                        

 

施    設 

 

名    称 

札幌刑務所 札幌職業能力訓練センター 

札幌刑務支所 札幌第２職業能力訓練センター 

旭川刑務所 旭川職業能力訓練センター 

帯広刑務所 帯広職業能力訓練センター 

釧路刑務支所 釧路職業能力訓練センター 

網走刑務所 網走職業能力訓練センター 

月形刑務所 樺戸職業能力訓練センター 

函館少年刑務所 函館職業能力訓練センター 

青森刑務所 青森職業能力訓練センター 

宮城刑務所 仙台職業能力訓練センター 

秋田刑務所 秋田職業能力訓練センター 

山形刑務所 山形職業能力訓練センター 

福島刑務所 福島職業能力訓練センター 

福島刑務支所 福島第２職業能力訓練センター 

盛岡少年刑務所 盛岡職業能力訓練センター 

水戸刑務所 ひたちなか職業能力訓練センター 

栃木刑務所 

 

栃木職業能力訓練センター 

栃木美容専門学院 

喜連川社会復帰促進センター さくら職業能力訓練センター 

前橋刑務所 前橋職業能力訓練センター 

千葉刑務所 千葉職業能力訓練センター 

市原刑務所 市原職業能力訓練センター 

東日本成人矯正医療センター 昭島職業能力訓練センター 

府中刑務所 府中職業能力訓練センター 

横浜刑務所 横浜職業能力訓練センター 

横須賀刑務支所 横須賀職業能力訓練センター 

新潟刑務所 新潟職業能力訓練センター 

甲府刑務所 甲府職業能力訓練センター 

長野刑務所 須坂職業能力訓練センター 

静岡刑務所 静岡職業能力訓練センター 

川越少年刑務所 川越職業能力訓練センター 

市原青年矯正センター 市原北職業能力訓練センター 



松本少年刑務所 松本職業能力訓練センター 

東京拘置所 葛飾職業能力訓練センター 

富山刑務所 富山職業能力訓練センター 

金沢刑務所 金沢職業能力訓練センター 

福井刑務所 福井職業能力訓練センター 

岐阜刑務所 岐阜職業能力訓練センター 

笠松刑務所 羽島職業能力訓練センター 

岡崎医療刑務所 岡崎職業能力訓練センター 

名古屋刑務所 みよし職業能力訓練センター 

豊橋刑務支所 豊橋職業能力訓練センター 

三重刑務所 津職業能力訓練センター 

名古屋拘置所 名古屋東職業能力訓練センター 

京都刑務所 京都北職業能力訓練センター 

大阪刑務所 堺職業能力訓練センター 

神戸刑務所 明石職業能力訓練センター 

加古川刑務所 加古川西職業能力訓練センター 

播磨社会復帰促進センター 加古川南職業能力訓練センター 

和歌山刑務所 和歌山職業能力訓練センター 

姫路少年刑務所 姫路職業能力訓練センター 

京都拘置所 京都南職業能力訓練センター 

大阪拘置所 大阪職業能力訓練センター 

鳥取刑務所 鳥取職業能力訓練センター 

松江刑務所 松江職業能力訓練センター 

島根あさひ社会復帰促進センター 浜田職業能力訓練センター 

岡山刑務所 岡山職業能力訓練センター 

広島刑務所 広島職業能力訓練センター 

尾道刑務支所 尾道職業能力訓練センター 

山口刑務所 山口職業能力訓練センター 

岩国刑務所 岩国職業能力訓練センター 

美祢社会復帰促進センター 美祢職業能力訓練センター 

徳島刑務所 徳島職業能力訓練センター 

高松刑務所 高松職業能力訓練センター 

松山刑務所 東温職業能力訓練センター 

高知刑務所 高知職業能力訓練センター 

北九州医療刑務所 北九州職業能力訓練センター 



福岡刑務所 糟屋職業能力訓練センター 

麓刑務所 鳥栖職業能力訓練センター 

長崎刑務所 諫早職業能力訓練センター 

熊本刑務所 熊本職業能力訓練センター 

大分刑務所 大分職業能力訓練センター 

宮崎刑務所 宮崎職業能力訓練センター 

鹿児島刑務所 姶良職業能力訓練センター 

沖縄刑務所 南城職業能力訓練センター 

佐賀少年刑務所 佐賀職業能力訓練センター 



別記様式第１号 

職 業 訓 練 計 画 書 

 

  年  所 長  部 長  首 席  統 括  企 画            種目 

  月                            訓練を実施して  番号 第   号 

  日                            よろしいか。   工場 第  工場 

 

  開始年月日          年  月  日    種 類      標準訓練・専門訓練 

  終了年月日          年  月  日     

  訓練見込時間              時間    類 型    総合訓練・集合訓練・自庁訓練 

 

  生産内訳 

品       名 規 格 数 量 単 価 金       額 

     

     

     

     

     

計  

 

  訓練内容 

 

訓 
 
 

練 
 
 

時 
 
 

間 

区  分 

 １人当た 

 り月間計 

 画時間 

実    績 

訓 練 科 目 等 内 訳 
月間延時間 累計時間 

学 

科 

普通    
 

専門    

実 

習 

基本    
 

応用    

計    訓練人員    名 

その他参考事項 

 

 

 

 

品   名 規格 数量 単価 金 額 摘 要 

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

小         計 円 

合         計 円 

訓練終了人員  名 

 

  

 見積り 実 績 
 

 年 

月 

日 

訓練を

終了し

た。 

 

原 材 料 費   

時間加工高   

 

 



別記様式第２号 

職 業 訓 練 命 令 書 

（物品払出命令書・製品受入命令書） 

 

  年  所 長  分任物品  首 席  統 括  企 画  訓練を命ずる。    種目 

  月        管理官等                右記物品の払出、   番号 第   号 

  日                             受領を命ずる。    工場 第  工場 

 

  開始年月日        年  月  日    種 類       標準訓練・専門訓練 

  終了年月日        年  月  日  

   訓練見込時間            時間    類 型     総合訓練・集合訓練・自庁訓練 

 

  生産内訳 

品       名 規 格 数 量 単 価 金       額 

     

     

     

     

     

計  

 

  訓練内容 

 

訓 
 

練 
 

時 
 

間 

区  分 

 １人当た 

 り月間計 

 画時間 

実    績 
訓 練 科 目 等 内 訳 

月間延時間 累計時間 

学
科 

普通    
 

専門    

実
習 

基本    
 

応用    

計    訓練人員    名 

生 産 実 績 製  品  の  受  入  を  命  ず  る  。 

月日 品     名 規 格 数量 
分任物品 

管理官等 
首席 統括 企画 倉庫 検査 工場 

           

           

           

           

           

計         

調査決定した。        年 

               月 

               日 

歳入徴収官 納入告知書番号 調定金額 

   
 

原材料明細書 

下 記 物 品 の 払 出 、 受 領 を 命 ず る 。 

時    間 

月 日 学 科 実 習 

カード 

番 号 月日 品  名 規格 数量 単価 金  額 摘要 １ 
  

２ 
  

        

３ 
  

        
４ 

  

５ 
  

        

６ 
  

        
７ 

  

８ 
  

        

９ 
  

        
１０ 

  

１１ 
  

        

１２ 
  

        
１３ 

  

１４ 
  

        

１５ 
  

        
１６ 

  

１７ 
  

        

１８ 
  

        
１９ 

  

２０ 
  

        

２１ 
  

        
２２ 

  

２３ 
  

        

２４ 
  

        
２５ 

  

２６ 
  

        

２７ 
  

        
２８ 

  

２９ 
  

        

３０ 
  

        
３１ 

  

計 

  

小         計 円 

合         計 円 

訓練終了人員   名 

    上記物品を受領した。            印 

 

 見積り 実 績 
 

 年 

月 

日 

訓練を

終了し

た。 

所 長  部長  首席  統括 企画 工場 

原 材 料 費   
 

時間加工高   

 

 


